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【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年9月17日(2015.9.17)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項１】
　次式（Ｉ）、
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【化１】

（式中、
Ｒは、５～１１個の炭素原子を有する線状もしくは分岐状の飽和アルキル基であるか、又
は、５～１１個の炭素原子を有する線状もしくは分岐状の一価又は多価不飽和アルケニル
基である。）
で表される、一種又は多種の化合物の、化粧料、皮膚用又は薬剤用組成物中における増粘
剤としての使用であって、
　その際、該式（Ｉ）で表される一種又は多種の化合物は、ソルビトール、ソルビトール
エステル、ソルビタン、ソルビタンエステル、イソソルビド、イソソルビドジエステル及
びカルボン酸からなる群から選択される一種又は多種の物質を含む組成物において使用さ
れ、かつ、該組成物は、該式（Ｉ）で表される一種又は多種の化合物１．０重量部に基づ
いて、それぞれ、
Ｉ）　０．０５～０．７重量部のイソソルビド、及び、
ＩＩ）　０．１～１．０重量部の、次式（ＩＩ）で表される、一種又は多種のイソソルビ
ドジエステル、

【化２】

を含有する、上記の使用。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項７】
　前記組成物が、完成した前記組成物の全重量に基づいて、そのつど、少なくとも３０重
量％の量で前記式（Ｉ）の一種又は多種の化合物を含有することを特徴とする、請求項４
～６のいずれか一つに記載の使用。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項９】
　前記化粧料用、皮膚用又は薬剤用組成物、前記植物保護用調合物、前記洗浄剤もしくは
清浄剤、又は前記染料もしくは塗料が、前記式（Ｉ）の一種又は多種の化合物を、完成し
た化粧料用、皮膚用又は薬剤用組成物、植物保護用調合物、洗濯洗剤もしくは洗剤、又は
着色料もしくはコーティング剤の全重量に基づいて、０．０１～１０．０重量％の量で含
有することを特徴とする、請求項８に記載の使用。
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【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項１０】
　前記化粧料用、皮膚用又は薬剤用組成物、前記植物保護用調合物、前記洗濯洗剤もしく
は洗剤、又は前記着色料もしくはコーティング剤が、水性若しくは水性－アルコール性ベ
ースに基づいて構成されるか、あるいはエマルションもしくは分散液として存在すること
を特徴とする、請求項８又は９に記載の使用。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項１１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項１１】
　前記前記化粧料用、皮膚用又は薬剤用組成物、前記植物保護用調合物、前記洗濯洗剤も
しくは洗剤、又は前記着色料もしくはコーティング剤が、２～１１のｐＨ値を有すること
を特徴とする、請求項８～１０のいずれか一つに記載の使用。
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